
別添２ 重大事態（いじめ・暴力等）が起こった場合の組織的対応（丹波市立南小学校） 

 

 

 

   

     

                    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

重大事態の発見（情報を得た教職員 → 教頭⇔校長に） 

Ⅰ いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

(法第 28条 第 1項第 1号) 

（１）児童が自殺を企図した場合 

（２）身体に重大な傷害を負った場合 

（３）金品等に重大な被害を被った場合 

（４）精神性の疾患を発症した場合 等 

Ⅱ いじめにより児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

(法第 28条第 1項第 2号) 

（１）年間３０日以上の欠席、一定期間の連続した欠席があった場合 

※ 上記に限らず、児童や保護者から重大事態に至ったという申し立てがあった場合 
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